
 

 

 

第１８ 連結散水設備 
 

１ 散水方式 

湿式配管方式とし、散水ヘッドは閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いること。 

２ 散水ヘッドを設けなくてもよい部分 

規則第 30条の 2第 2号から第 5号までに定めるもの（散水ヘッドを設けなくてもよい

部分）のうち、その他これらに類する部分とは次表に掲げる部分とする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 送水口 

送水口は、第２スプリンクラー設備４（３）、（４）、（５）によるほか、次によるこ

と。 

（１）送水口には、その直近の見やすい箇所に「送水口（連結散水設備専用）」と表示する
こと。 

（２）送水口付近には、各送水区域、選択弁、送水系統、送水圧力を明示した大きさ 20 ㎝

×20㎝以上の標識板を設けること。 

 


